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令和３年度１２月期－１ 定期監査結果報告書 
 

 

第１ 監査の概要 
 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第４項の規定による定期監査 

 

２ 監査の範囲 

監査の対象期間中に執行された，財務に関する事務及びその他の事務 

 

３ 監査の着眼点 

財務に関する事務及びその他の事務の執行が，関係法令等に準拠し，適

正かつ効率的に行われているかを主眼とし監査を実施した。 

 

４ 監査の執行者 

代表監査委員 関口 広行 

監 査 委 員 鴻巣 義則 

 

５ 監査の対象 

総務部人事課 

 

６ 監査の期間 

監査対象期間 令和３年４月１日から令和３年１１月３０日まで 

監査実施期間 令和３年１２月６日から令和３年１２月２４日まで 

  

７ 本監査の期日  

令和３年１２月２４日 

 

８ 監査の方法 

⑴ 書類監査 

書類監査においては，監査対象から提出された定期監査資料，関係書

類等に基づき，監査委員事務局職員による予備監査を実施した。 

⑵ 委員監査 

委員監査においては，監査委員事務局作成の予備監査調書と対象課の

課長等より提出済み資料等に基づき説明を受け，監査委員による質疑等

を行い本監査を実施した。 
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第２ 監査の結果 
 

１ 財務事務の執行 

概ね適正に行われていた。 

 

２ その他の事務の執行 

   概ね適正に行われていた。 

 

３ 意見 

職員厚生費のメンタルヘルス支援事業（ストレスチェック及びデータ分

析業務）について，これまで年度末に実施をしてきているが，その結果や

対策を反映できるような実施時期の検討を願う。また，職員の休職等につ

いては，改善傾向が見られている状況ではあり，引き続き，働き方改革の

推進に努められたい。 

概ね適正に財務の執行及び事務処理がなされていることが確認できた。 

今後も適正な業務遂行に努められたい。 


